
サ
ン

民
知
山
と
鋭
し
、
相
附
土
宗
に
闘
す
る
。
閑
却
は
能
史

初
小
必
仰
徳
寺
近
代
円
一
-
器
起
龍
で
、
金制作
に
之
を
創

立
し
、
次
代
劇
叫
悼
の
時
、
寛
永
十
二
年
八
且
泉
寺
町

の
今
の
寺
地
を
拝
領
し
た
。

サ
ン
コ
ウ
シ
キ
ジ
三
孝
子
記
事
一

加
。
石
黒

向
安
一
官
。
羽
町
粉
症
前
村
久
右
術
門

・
破
技
術
一
耐
光

村
大
三
郎

・
金
博
仁
太
郎
三
人
の
お
行
を
、
流
政
六

七
八
年
に
記
し
た
も
の
で
あ
る
o
若
者
は
加
州
文
信

と
書
い
て
ゐ
る
。

ザ
ン
コ
ウ
ズ
イ

ヒ

ツ

三
公

隠

鐙

七
怨
三
加
。

内
回
に
は
三
公
随
鋲
夜
話
と
あ
る
。
前
川
狩
務
以
前

三
代
聞
の
純
設
考
綬
の
部
で
、
金
持
の
言
犯
に
闘
す

る
促
縦
も
少
〈
な
い。

訟
に
は
天
保
二
且
苦
日
宮
到

氏
聞
と
見
え
る
。

ザ
ン
コ
ウ
ツ
キ
マ
チ
三
光
月
待

J
-
一
ジ
ユ
ウ

ロ
ク
ヤ

マ

チ

二
十
六
夜
待
。

サ
ン
ゴ
ヲ
オ
ン
空
ン
ツ
ウ
ベ
ン
シ
ョ
ウ
三
国一音

訓
過
酷
荷
紗
一
加
、
文
久
突
亥
年
沙
門
謹
告
の
序
が

あ
り
、
密
猟
に
能
州
郡
山
市
衆
限
強
虫
日
新
と
あ
る
。
利

一
郎
批
判
舗
の
苦
制
に
つ
い
て
説
い
た
も
の
。
怨
地
収
m
M

mmu
厨
名
の
中
に
、
能
州
寺
口
江
尻
某
と
あ
る
か
ら
、

古
布
は
門
前
総
持
寺
の
併
で
あ
ら
う
。

サ
ン
ゴ
ク
メ
イ
ブ
ツ
シ
三
園
名
物
芯

二
加
。

領
内
に
在
す
る
動
植
物
の
泌
名
和
名
を
悉
〈
イ
ロ

ハ
別
に
編
鈍
し
た
も
の
で
あ
る
。
総
名
ほ
本
草
創

R

の
諸
註
を
初
め
、
他
の
本
草
務
部
の
問
所
を
氾
し
、

和
名
は
加
能
越
の
方
言
一を
本
と
し
、
仙
税
同
の
名
群

を
註
し
て
あ
る
。

サ
ン
コ
ダ
イ
三
湖
官
民
能
契
郁
今
江
に
あ
る
御

幸
援
を
い
」
。
探
上
か
ら
遥
か
に
今
江
・木
場
・柴
山

の
三
淘
を
望
む
が
般
に
名
づ
け
る
。
三
州
奇
談
に
、

『
今
江
の
上
の
山
は
、
=
一
削
を

一
望
に
貼
附
し
て
三
田
山

の
水
且
に
朝
一
す
。
安
に
て
や
、
的
の
且
光
・
り
ま
さ
れ

ザ
ン
ジ
ヤ

三
社

石

川

部
戸
板
郷
に
回
す
る
部

wm
。
郷
村
名
義
抄
に
、
こ
の
村
に
三
位
が
あ
る
の
で
、

初
め
は
川
原
三
献
村
と
胞
へ
た
と
す
る
。

し
か
し
、

正
保
・斑
文
・点
亭
の
高
辻
艇
に
は
部
に
三
枇
村
と
あ

る
。
後
に
村
跡
が
趨
・丘
町
地
と
な
り
、
最
後
の
残
除

は
明
治
十
二
年
一
月
金
械
に
編
入
せ
ら
れ
た
。

る
光
hd
哉
辿
倣
附
能
順
。
』
と
記
す
る
。

ザ
ン
ザ
イ
斬
罪

↓
ザ
ン
ケ
イ
析
刑
。

サ
ン
ザ
ン
ノ
オ
ホ
ポ
ウ
ズ
三
山
の
大
坊
主

能

楽
仰
故
佐
谷
松
附
寺
の
誕
綱
、
江
沼
部
山

m光
敬
寺

の
詑
誓
、
河
北
端
若
絞
本
泉
寺
の
一
辿
悟
を
い
う
た
こ

と
は
、
日
倍
程
な
ど
を
見
れ
ば
判
る
。
い
づ
れ
も
本

町
剛
寺
恕
如
の
子
で
、
特
別
の
陶
絡
が
あ
っ
た
か
ら
、

之
に
糾
問
す
る
穂
辿
梅
め
て
原
〈
、
日
如
の
治
僚
に

よ
っ
て
、
若
し
一
宗
内
に
大
問
中
あ
る
時
は
、
近
江
近

訟
の
凱
格
帯
、
三
州
土
昂
の
本
宗一
寺
と
共
に
、
こ
の

五
ヶ
寺
の
協
穏
に
よ
っ
て
決
定
ぜ
ら
る
べ
き
で
あ
る

と
定
め
ら
れ
た
。
越
資
質
三
州
志
は
之
に
蹟
山
の
文

字
を
常
て
、

『
絞
山
の
設
不
v

持
問
。
魁
前
に
川
県
細
川
門
徒

と
川配
す
る
大
初
あ
り
。
今
一
冨
巡
前
門
徒
の
類
か
。
』
と

註
剛
刊
を
加
へ
て
ゐ
る
。
こ
与
に
師
殻
門
徒
と
記
し
た

の
は
、
恐
ら
く
三
門
徒
指
仙
の
こ
と
で
あ
ら
う
と
忠
は

れ
る
が
、
そ
れ
な
ら
ば
教
義
に
於
い
て
相
越
の
あ
る

・も
の
で
、
加
自
の
三
山
と
比
す
べ
き
で
は
な
い
。

ザ
ン
シ
コ
ウ
三
四
考

ニ

加
。
何
故
徳
島
の
側

人
閑
日
陀
防
虫
編
。
安
保
七
年
京
冬
日
自
序
。
天
保

九
年
徳
舟
天
泌
民
武
兵
衛
板
。
乾
の
径
は
文
政
初
年

編
者
が
北
陸
行
脚
の
際
に
得
た
北
技
考
・山
中
問
答

烈
門
誹
議
脳
間
的
配
・
附
方
自
他州
同
等
北
技
の
一
明
の
み

を
集
め
、
抽叩
の
容
は
市
山
和
と
陪
里
の
合
一帯
し
た
幻
住

結
句
仰
、
芭
奴
翁
口
授
ハ
金
仰
は
怒
し
-E
A
U
、
及
び

白
球
翁
口
授
に
似
せ
て
m
間
用
車
の
作
っ
た
合
考
を
縦
せ

で
あ
る
。

ザ
ン
ジ
ャ
コ
ウ
ギ
マ
チ
三
位
公
儀
町

金
相
仰
の

也
町
名
。

中
古
大
一虫
凶
公
能
町
な
る
正
稿
寺
等
の
地

が
村
井
氏
の
下
邸
に
怒
り
、
正一
樹
寺
は
こ
-
h

に
勝
じ

た
か
ら
、
公
館
町
の
斡
も
亦
移
っ
た
も
の
で
あ
る
と

い
は
れ
る
。
但
し
今
は
長
土
鮮
に
邸
し
て
ゐ
る
。

サ
ン
ジ
ヤ
ゴ
ジ
ユ
ウ
ニ
ン
マ
チ
三
位
五
十
人
町

金
悌
の
町
名
。
務
政
中
は
足
樫
の
組
地
で
あ
っ
た
か

ら
こ
の
町
名
が
あ
る
o
J
ゴ
ジ
ユ
ウ
-
一

Y

グ

ミ

笠

十
人
組
。

ザ
ン
ジ
ツ
ケ
ン
ナ
ガ
ヤ
三
+
問
長
屋

金
探
域

内
に
於
け
る
務
政
時
代
の
建
築
物
は
、
明
治
四
年
に

磁
脱
し
た
の
と
、
十
四
年
二
，
丸
御
殿
の
火
災
と
に

よ
っ
て
、
今
は
殆
ど
治
容
を
見
る
に
足
る
も
の
が
な

く
な
っ
た
が
、
喉
僅
か
に
残
る
も
の
は
石
川
門
周
凶

の
組
椴
時
計
指
と
本
丸
入
口
に
あ
る
一
一
一
十
削
長
屋
の
み

で
あ
る
。
三
十
削
長
屋
の
名
癖
は
、
そ
の
桁
行
か
ら

名
づ
け
た
も
の
で
、
往
時
は
外
に
幾
棟
も
こ
の
様
類

の
も
の
が
あ
り
、
武
具

・
邪
具
を
磁
す
る
会
郎
で
あ

っ
た
。
建
築
年
代
は
不
明
で
あ
る
が
、
恐
ら
〈
文
化

入
年
改
築
甘
同
時
の
も
の
で
あ
ら
う
。

屋
腰
を
飾
っ
た

な
ま
こ
慢
が
金
縛
城
濁
特
白
線
瓦
肢
の
如
き
前
べ
方

で、

四
国
業
の
捌
を
呈
し
て
ゐ
る
。

サ
ン
ジ
ツ
コ
ウ
マ
ツ
リ
三
+
講
祭
白
山
比
時

前
枇
に
て
、
古
へ
三
且
什
二
日
の
小
路
市
を
い
う
た
。

例
式
の
三
十
献
が
行
は
れ
た
の
で
あ
ら
う
0

.石
川
郡

杭
江
郷
内
抑
越
・野
代
・御
綻
探
・八
日
市
・
市
川
等
の

村
富
岡
で
も
、
こ
の
日
の
産
土
耐
の
祭
を
三
十
訴
祭
と

い
う
た
。
柿
江
郷
に
は
白
山
本
宮
の
耐
領
が
あ
っ
た

か
ら
で
あ
る
。

サ
ン
ジ
ヤ
ガ
hm
キ

三

蛇

グ
選

河
北
郡
白
一
九
山

の
北
松
賂
谷
の
渓
流
が
三
段
に
な
っ
て
探
を
成
す
も

の。

大
地
の
東
方
に
在
り
、
そ
の
下
統
は
二
俣
川
と

な
る。

一一
サ
ン
ジ
ヤ
ド
ド
メ
キ

三

位
百
々
女
楽

企
冊
仰
の

地
告
。
泊
施
妃
に
‘
三
世
叫
曜
の
制
収
は
鬼
川
の
下
椛
で
、

そ
の
古
川
ち
る
水
車
円
が
お
い
故
に
、
小
宜
野
の
百
々
女

妓
と
同
じ
〈
、
資
は
と
ど
め
き
と
呼
ん
だ
の
を
、
今

は
三
枇
ど
ん
ど
と
呼
ん
で
地
名
と
な
っ
た
。
此
の
疏

に
架
せ
ら
れ
た
橋
は
三
枇
百
々
女
来
栂
と
い
ふ
べ
き

で
あ
る
が
、
金
押
印
締
栄
記
に、
『
ど
ん
/
¥
舵
、
三
社
』

と
あ
り
、
今
は
ど
ん
ど
舵
と
呼
ん
で
ゐ
る
。

サ
ン
ジ
ヤ
ナ
ナ
マ
ガ
リ
三
社
七
幽

金
仰
の
町

名
で
、
今
は
三
祉
-vu
山
町
と
も
呼
ぶ
。
滞
政
の
時
は

村
井
氏
の
下
邸
と
今
枝
氏
の
下
邸
と
の
尻
地
の
道
路

で
、
開
胞
が
甚
だ
多
か
っ
た
か
ら
俗
に
七
山
b
と
呼

ん
だ
の
で
あ
る
。

ザ
ン
ジ
ヤ
J
Z
ヤ

三

社
ノ
宮

石
川
都
三
枇
に

在
っ
た
。

剥
併
は
天
台
宗
で
、
三
世
山
泊
光
寺
と
い

ひ
、
白
山
・
八
師
・春
日
を
紀
っ
た
と
も
い
ふ
が
、
点

字
二
年
の
剛
来
館
に
は
白
山
三
所
明
耐
を
制
約
し
た

と
あ
る
。
初
め
商
念
新
保
村
に
在
白
、
次
に
民
間
利

に
移
り
、
明
出
口
元
年
三
枇
村
に
料
じ
た
。
こ
の
地
A
I

金
械
に
臨
す
る
。
明
治
元
年
前
倒
出
荷
終
止
の
後
別

措
復
飾
し
て
耐
職
と
な
り
、
祉
制
批
を
三
枇
跡
耐
と
改

め
、
今
は
山
川
白
山
榊
祉
と
稿
す
る
。

サ
ン
ジ
ヤ
マ
チ

三

社
町

金
持
の
町
名
。
昔
は

三
枇
村
の
地
内
で
、
三
枇
の
名
は
在
土
利
の
枇
枕
よ

り
起
っ
た
も
の
で
あ
る
。
今
は
附
人
此
の
附
近
一
併

を
三
紅
又
は
三
枇
混
と
呼
ぶ
。
こ
の
掛
合
の
筑
は
臨

時
の
な
で
あ
る
。

ザ
ン
ジ
ヤ
Z
ヤ
ノ
ウ
シ
ロ
三
社
宮
J

後

金押
仰

の
町
名
。
=
一
枇
町
な
る
三
駐
宮
の
民
地
を
い
ふ
。

こ

の
名
は
飢
に
元
政
六
年
の
士
抑
制
に
見
え
る
。

サ
ン
ジ
ャ
ミ
ヤ
ノ
マ
へ
三
社
宮
ノ
前

金
搾
の

町
名
。
=
一
一位町
な
る
三
社
宮
の
前
泊
り
を
い
ふ
。

サ
ン
ジ
ヤ
ヤ
マ
三
蛇
山

邸
主
郡
上
黒
川
の
郎

五


